
求人申込みには、

求人者マイページ をご活用ください！

「求人者マイページ」とは？
求人者サービスをオンライン上で受けられる事業主向け専用ページです。ハローワークにメールアドレス
を登録後、パスワードを設定するだけで簡単に開設できます。

メリット①：いつでも、どこでも求人申込みができます！
パソコン・スマートフォン等から求人申込みできるので、
在宅勤務や出張等で事業所にいなくても登録が可能です。

メリット②：職場の風景、自社製品等をPRできます！
求人票だけでなく、自社のPR画像を公開することができます。
仕事の特徴や魅力を伝えることで、求職者のイメージアップ、
応募につなげていくことが可能です。

メリット③：求職情報を検索し、「リクエスト」ができます！
ハローワーク求職者の情報を検索し、求職者の方へ「リクエスト」
ができるので、積極的な採用活動を行うことが可能となります。
※ 「リクエスト」とは、公開された求職情報を求人者が見て、自社の求人に応募してほしい求職

者を選定し、応募の検討を依頼するものです。

※ ハローワークに登録している求職者のうち、経歴、専門知識、資格や希望条件など求職情報を
求人者にＰＲ（公開）することを希望している方々の情報（氏名、連絡先などの個人が特定され
る情報を除く）を検索できます。

※ 有効中の求人がある場合に利用できます。

メリット④：過去に出した求人データを活用（転用）できます！
過去の求人履歴を利用して新たな求人申込みができるため、求人
情報を自社で保存する必要がなく、管理もしやすくなります。

【お問い合わせ先】
ハローワーク妙高 求人担当
TEL：0255-73-7611

【求人者マイページの詳細はこちら】
ハローワークインターネットサービス
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/

ハローワークをご利用の事業主の皆さまへ 厚生労働省では業務・手続における
ＦＡＸ利用の廃止に取り組んでいます！

メリット⑤：紹介期限日を迎える求人をお知らせいたします！
ハローワーク妙高では、毎月、紹介期限日を迎える求人について、
「求人者マイページ」にご連絡いたします。
「求人を出し忘れていた！」「求人募集が終わっていた！」などを
防ぐことができます。



 

 

 

◆まずは、ハローワーク妙高にマイページ開設用メールアドレスを登録。 

その後、会社のパソコンからマイページ開設手順に沿って開設手続きを行います。 

   

＜＜＜ マイページ開設手順 ＞＞＞ 

１ 「ハローワークインターネットサービス」にアクセス。 

２              の                  をクリック。 

３ 「求人者マイページ利用規約確認」画面で、「プライバシーポリシー」と「マイページ 

利用規約」を確認します。 

４ 『「プライバシーポリシー」「マイページ利用規約」に同意します。』を ☑ し、 

をクリック。 

（注意）「プライバシーポリシー」と「マイページ利用規約」をそれぞれ最後まで確認 

しないと、□ にチェックができません。 

５ 「メールアドレスの入力（パスワード登録申込）」画面で、ハローワークに登録した 

メールアドレスを入力し、       をクリック。 

６ 「パスワード登録」画面が表示されます。それと同時に入力したメールアドレス宛てに 

「system@mail.hellowork.mhlw.go.jp」から「パスワード登録申込受付通知」メールが 

送られてきますので、「認証キー」を確認して下さい。 

（注意）迷惑メールの設定を行っているとメールが届きませんので、一時的に解除するか、 

「system@mail.hellowork.mhlw.go.jp」からのメール受信を許可して下さい。 

（注意）「パスワード登録」画面は閉じないで下さい。 

登録を完了する前に「パスワード登録」画面を閉じてしまった場合は、「求人者 

マイページ開設（パスワード登録）」ボタンからやり直して下さい。 

７ 「パスワード登録」画面から「登録するパスワード」、「登録するパスワード（確認用）」、 

メールで通知のあった「認証キー」を入力し、     をクリック。 

（注意）「認証キー」の入力誤りが多く発生していますので、慎重に入力して下さい。 

８ 「パスワード登録完了」画面が表示されると、「求人者マイページ」が開設されました。 

          をクリックし、登録したメールアドレスとパスワードでログイン後、 

「求人者マイページ」の各種サービスをご利用下さい。 

 

求人者マイページの開設手順 

 

    

 

 

 

 

～ 

専用ヘルプデスク 📞0570-077450 へお問い合わせください＞＞ 

 

＜＜操作方法ご不明の際は、 

ご不明の際は、 

 

 

 

◆◇◆ ハローワーク妙高 求人部門 電話 0255-73-7611 ◆◇◆ 

事業主の方 求人者マイページ開設（パスワード登録） 

次へ進む 

次へ進む 

完了 

ログイン画面へ進む 


